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【延長＆拡充】浦添市イベント出店促進支援金 申請要項 

 

 支援金の目的  

新型コロナウイルス感染症の影響により、大規模イベントの開催が困難な状況が続

き、事業活動が大幅に縮小した市内の出店事業者の再活動を促すため、浦添市イベント

出店促進支援金（以下「支援金」）を支給します。 

 

 

 支援金の対象者  

市内に住所を有する個人事業者 又は 市内に事業所を有する法人事業者（以下「市内

事業者」という。）で、かつ、次の要件①～④を全て満たしている者を対象とします。 

① 令和４年８月～令和５年２月に開催された出店イベントに参加していること。 

② 沖縄県出店業事業協同組合に加入していること 又は 出店業のみを２年以上生業と

していること。 

③ 直近期の税申告（所得税の確定申告 又は 市県民税申告）を行っていること。 

④ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、浦添市暴力団排除条 

例（平成23年６月29日条例第14号）第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号

に規定する暴力団員に該当しないこと。 

 

 

 支援金の額  

 １市内事業者あたり １０万円 ➡ 最大２０万円 

支援金の支給額は、令和４年８月～令和５年２月に開催された出店イベントにか

かる出店料、手数料、出店会場で使用する光熱費・水道費及び燃料費等の経費（以下

「対象経費」という。）の合計 又は 20万円 のいずれか少ない金額とします。 

 ※ 支援金の申請は、１市内事業者につき ２回 までとします。 

 ※ ２回目の申請にかかる支給額は、１回目の支給額を除いた金額となります。 

 ※ 原材料・商品等の仕入れ、機材等購入にかかる経費、消費税額は対象外とします。 

 

 【支給額の計算式の例（R5.1.31以降の場合）】 

  ●パターン１                               ●パターン２ 

対象経費（出店料など）の合計：234,560円      対象経費の合計：123,450円 

受給済額（１回目の受給額） ：        0円    受給済額   ：100,000円 

   支援金の受給額       ：200,000円    支援金の受給額：  23,000円(千円未満切捨) 

   総受給額          ：200,000円    総受給額   ：123,000円 
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 申請に必要な書類  

  次の①から⑤までの書類を提出してください。必要に応じて、追加資料の提出及び説

明を求めることがあります。申請書類の返却できませんのでご了承ください。 

① 浦添市イベント出店促進支援金申請書（様式第１号） 

② 対象経費一覧表（様式第２号） 

③ 対象経費の領収書等（支出を証する書類） 

④ 直近期の税申告書（所得税の確定申告書 又は 市県民税申告書）の写し 

⑤ その他必要書類（※ア～イの全部） 

  ア 本人確認書類 

※以下のいずれか１つ 

ａ（法人の場合）印鑑証明書の写し 

ｂ (個人の場合) 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、等の写し 

   イ 金融機関口座名義及び口座番号等が確認できる通帳の写し 

  ※上記以外にも書類の提出を求める場合があります。 

 

★様式の入手方法  

①②の様式は浦添市ホームページからダウンロードしてご使用ください。 

        ※市役所５階産業振興課でも入手可能です。 

 

 

 申請期限  

令和５年３月10日(金)まで ※必着 

 

 

 申請方法  

感染症拡大防止のため、原則として郵送による申請とします。 

  申請について不明な点がある場合は、お電話にてお問合せください。 

 

       

 

 

※申請書類の受付は３月10日（金）必着とします。 

※郵送の際は、封筒には切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご

記入ください。 

※申請内容の確認のため、電話にてご連絡する場合がありますので、申請書には必

ず連絡先（電話番号）の記載をお願いします。 

（申請書類送付先） 

 〒901-2501 浦添市安波茶一丁目１番１号 

  浦添市経済文化局 産業振興課 宛て 
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 支援金の支払い  

申請内容の審査及び支給決定後、指定された口座への振込により支給します。なお、

支給決定通知は、口座への振込をもって代えさせていただきます。 

申請内容が要件に合致しないと認めたときは、不支給決定通知書（様式第５号）によ

り申請者へ通知します。 

 

 

 その他  

本支援金の支給事務を円滑かつ確実に行うため、必要に応じて市は、必要な検査、報

告又は是正のための措置を求めることがあります。 

支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、申請者

は、本支援金を返金していただきます。 

 

 

 お問い合わせ  

浦添市役所 産業振興課 産業振興係 

電話：（代表）098-876-1234（内線3162） 

（直通）098-876-1299 

時間： ９時００分 ～ 17時00分 

※土・日・祝祭日を除く 

※12：00～13：00を除く 


